
第２８回埼玉ヴォーカルアンサンブルコンテスト参加規程 

１ 部門・人数   

（１） 実施部門は、ジュニア・中学校・高等学校・レディー・ユー

ス・一般部門とする。 

（２） 各部門の出演人数は６名以上２０名以下とし、この範囲外で

演奏した場合には審査の対象外とする。 

（３） 出演人数には指揮者・独唱者は含まないが、指揮者・独唱者

が合唱メンバーに入って歌う場合は、出演人数に加えるもの

とする。また、出演者の入れ替えは可とするが、出演人数の

半数以内とする。 

 

２ 参加資格 

（１） 埼玉県合唱連盟に加盟している団体、ならびに活動場所の都

道府県合唱連盟に加盟している県外団体。 

（２） それぞれの部門に出演する団体は次のとおりとする。 

 １ ジュニアの部 

① 小学校 

② 少年少女合唱団（未就学児または小学生を含み、高校生まで

の出演者が９割以上であり、全員が出演日に１９歳以下であ

ること） 

③ 本連盟が指定する書式により、参加者名簿を提出すること 

 ２ 中学校の部 

  ① 同一中学校に在籍する生徒で編成する合唱団 

  ② 複数校の生徒で編成する合同合唱団で、常時活動しており、 

本連盟理事長の認定した合唱団 

 ３ 高等学校の部 

  ① 同一高等学校に在籍する生徒で編成する合唱団 

  ② 複数校の生徒で編成する合同合唱団で、常時活動しており、 

本連盟理事長の認定した合唱団 

 ４ レディーの部 

  ① 連盟に「おかあさんコーラス」として登録している合唱団 

 ５ ユースの部 

  ① 出演者のうち、中学卒業以上、３０歳以下（出演日現在）が

全体の８割以上である合唱団 

② 本連盟が指定する書式により、参加者名簿を提出すること 

 ６ 一般の部 

  ① 前記１～５のいずれにも属さない合唱団 

  ② 本連盟が指定する書式により、参加者名簿を提出すること 

（３）注意事項 

 １ 加盟１団体の出場数は上限を２グループまでとし、グループ 

間の出演者の重複は出来ない。また、高等学校の部について 

は、参加者が４１名から６０名までの団体は３グループまで、 

６１名以上の団体は４グループまで出演することができる。 

 ２ 中学校、高等学校の部については、１校で複数団体連盟に 

      加盟していても出演は１人１回とする。また、中高一貫校にお 

い     いても１人１回の出演とする。 

 ３ 中高一貫校として出演する中学生は規定上高校生として扱う。 

４ 少年少女、小学校、中学校、高等学校として加盟している団体 

  は、ユースの部ならびに一般の部への出演は出来ない。 

 ５ 「おかあさんコーラス」団体については、一般の部へ出演する 

ことも可とする。 

 ６ 指揮者・独唱者の出演資格は問わない。ただし、小学校・中学

校・高等学校の指揮者・独唱者については、当該校長が認めた者

に限る。 

   

３ 演奏 

（１） 演奏については次のとおりとする。 

  ① 曲目、曲数は自由とする。 

  ② 演奏時間は曲間を含めて６分以内とし、時間超過の場合は失  

    格とする。 

  ③ 無伴奏とする（ただし、音程のない打楽器は除く）。 

（２） 各部門内での出演日ならびに出演順は抽選により決定する。 

    抽選は厳正に行い、抽選後の出演順の変更は原則として認め 

    ない。 

 

４ 経費 

（１） 参加料は次の通りとし、参加申込みと同時に納入するものと

する。 

 ★ 埼玉県合唱連盟に加盟している合唱団の場合（周年事業積立金

50円を含む） 

   ジュニアの部   10,000円のみ(個人の参加料はなし) 

   中学校の部   10,000円＋(650円×参加人数) 

   高等学校の部  10,000円＋(1,150円×参加人数) 

   レディー・ユース・一般の部 10,000円＋(1,150円×参加人数) 

 ★ 埼玉県以外の都道府県合唱連盟に加盟している合唱団の場合 

   参加料に各部門の埼玉県合唱連盟年会費の半額を加算する。 

   ジュニアの部  10,000 円＋7,000円 

   中学校の部  10,000円＋( 600円×参加人数)＋ 7,000円 

   高等学校の部 10,000円＋(1,100円×参加人数)＋9,000円                       

   レディー・ユース・一般の部 

   10,000円＋（1,100円×参加人数）＋11,500円 

ただし、指揮者・独唱者は参加料を必要としない。 

出演者を入れ替えた場合は、延べ人数分の参加料を納入する。 

参加人数は当日の人数を正確に記入すること。 



（２） 著作権料は主催者が支払うので徴収しない。その他、コンテ

スト参加に要する費用は、各合唱団の負担とする。 

 

５ 審査と表彰 

（１） 各審査員が１００点満点で採点し、その平均点数により賞を

決定する。 

（２） 各合唱団には、審査員の協議により金・銀・銅・優良賞を贈

る。 

（３） 審査員の協議により、各部門には以下の特別賞を贈る。 

    埼玉県知事賞、埼玉県教育委員会教育長賞、朝日新聞さいた

ま総局長賞、奨励賞 ただし、該当団体がなく贈らないこと

もある。 

（４） 審査員 

  ① ジュニアの部、高等学校の部① 

    相澤直人、磯山 雅、江上孝則、菅野正美、武田雅博 

  ② 高等学校の部②、レディーの部、ユースの部 

    礒山 雅、菅野正美、武田雅博、平松英子、山脇卓也 

  ③ 中学校の部、一般の部 

    礒山 雅、江上孝則、武田雅博、大門康彦、山脇卓也 

（５） 審査用楽譜として楽譜５部を、別紙要領により打ち合わせ会

当日に提出する。楽譜はコンテスト終了後に返却する。著作

権法の規定により原則としてコピーは不可とする。 

 

６ 日程 

 平成２９年１月１４日（土）  

  ジュニアの部、高等学校の部① 

 平成２９年１月１５日（日） 

  高等学校の部②、レディーの部、ユースの部 

 平成２９年１月２９日（日） 

  中学校の部、一般の部 

 

７ 関東大会への推薦団体（埼玉県合唱連盟推薦） 

本大会の成績により、関東大会推薦団体を決定する。 

（関東大会主管県は１０団体、他８県は５団体） 

 

８ その他 

 第６回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト終了時まで、関東ヴ

ォーカルアンサンブルコンテストの審査員の指導を受けることを禁じ

る。万が一、違反があった場合には、厳重に対応することとする。 

（小中学校部門・高等学校部門・一般部門） 

片野秀俊、河合孝夫、菅野正美、岸 信介、佐藤賢太郎 


